
 

スマホの普及とともに SNS をきっかけとした相談件数は、年々大きく増加しています。SNS 広告を
見て「おためし」で注文した健康食品が「定期購入」だった、SNS で知り合った男性に儲かる副業を
紹介されたが全く儲からない、チケット譲るとの書き込みを見て支払いをしたがチケットが届かな
い、といったトラブルが報告されています。SNS を安全に利用するために、SNS のリスクを認識して
おきましょう。大幅な値引きをうたう SNS 上の広告は信頼できるものなのか、SNS 上の相手は信用で
きるのか、慎重に判断しましょう。相手と連絡が取れなくなったら、トラブル解決は困難です。そも
そも、安易に個人情報を相手に伝えることは危険です。不安に思った場合や、トラブルが生じた場合
は、すぐに消費生活相談窓口に相談してください。 
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店舗購入 

訪問販売 

通信販売 

連鎖販売 

電話勧誘 

送り付け商法 

無店舗販売 

不明・無関係 

訪問購入 

SNSをきっかけとした消費者トラブルにご注意！ 

 

 

 

1 年前に 1 回 1 万円の都度払いで 10 回分の美顔エス

テを契約したが、コロナ渦で 2 回しか行けていない。 

先日、残り金額を支払うように請求があった。行って

いないのに支払わなければいけないのか。 

4月の相談件数 

契約書を確認したところ、契約期間が 1 年、契約金は
10 万円、10 回の分割払いの契約となっていた。自己都合
で行かなかった場合、支払いは必要です。行けない事情
があるなら、契約期間内に事業者に契約期間を延ばして
もらうよう交渉するか、中途解約を申し出るようにしま
しょう。行かないまま放置をしておくと、全額支払うこ
とになるので注意を。 

＊不明・無関係とは、上記分類に含まれないもの。 

 例えば、架空請求はがき等 
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